
 

 

令和 8 年度 

みどり市木造住宅耐震化事業のご案内 

 

 

 

 

 

みどり市では、地震に強いまちづくりを推進するため、次のとお

り木造住宅耐震化事業を実施します。 

 

Ⅰ　耐震診断者派遣事業 

Ⅱ　耐震改修補助事業 

 

 

 

 

み ど り 市  
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Ⅰ　木造住宅耐震診断者派遣事業  

1　事業内容  

市内の木造住宅に対してみどり市が耐震診断者を派遣し、平面図等をもと

に現地調査を行い、地震に対する強さや倒壊の可能性を診断します。 

 

2　対象者　  

市税を滞納していない方 

 

3　対象となる住宅　(次のすべてを満たすこと)  

(1)　昭和 56 年５月 31 日以前に工事に着手された、一戸建ての住宅又は

併用住宅。 

(2)　併用住宅の場合、住居部分の面積が延べ面積の 2 分の 1 以上 

(3)　木造２階建て以下の住宅 

(4)　建築基準法に違反していない住宅 

(5)　個人が所有又は購入を予定している住宅 

 

4　費用  

無料。ただし、現地調査時に耐震診断者へ交通費１,０００円をお支払い

ください。 

また、住宅の図面の不足や不備で、その作成が必要になった場合は、別途

１０,０００円の図面作成費用がかかります。 

 

5　申請受付期間・場所  

<期間> 令和 8 年 4 月 1 日(水) ～ 令和 9 年１月 29 日(金)(土日・祝日を除く) 

<場所> 建築住宅課(農林業センター) 

6　募集件数  

先着 5 件 
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7　提出書類  

①　「木造住宅耐震診断者派遣申請書」(様式第 1 号) 

②　権利書の写し 

③　未納税額のないことの証明書 

④　対象となる住宅の家屋(資産評価)証明書 

⑤　建築確認通知書の写し 

⑥　位置図 

⑦　筋交い等軸組の種類が表示された平面図 

⑧　現況写真(2 面) 

 

8　事業の流れ  

(1)　耐震診断者の派遣申請 

申請書に必要書類を添えて、建築住宅課（大間々庁舎２階）へ提出して

ください。 

(2)　耐震診断の実施通知 

申請書類を審査し、市から申請者へ通知します。 

(3)　耐震診断者からの連絡 

一般社団法人 群馬県建築士事務所協会所属の耐震診断者から日程調整

の連絡を差し上げます。 

(4)　耐震診断の実施 

申請者立会いのもと、現地で耐震診断(調査)を行います。その際、耐震

診断者に交通費 1,000 円をお支払いください。 

(5)　耐震診断の結果報告 

耐震診断の結果が出次第、市から申請者へ報告書を送付します。 
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Ⅱ　木造住宅耐震改修補助事業  

1　事業内容  

市内の既存木造住宅の耐震改修を実施する方に対し、予算の範囲内で補助

金(最高１００万円)を交付します。 

 

2　対象者　(次のすべてを満たすこと)  

(1)　市税を滞納していない方 

(2)　本事業の補助金の交付を受けていない方 

 

3　対象となる住宅　(次のすべてを満たすこと)  

(1)　昭和５６年５月３１日以前に工事に着手された、一戸建ての住宅又は

併用住宅。 

(2)　併用住宅の場合、住居部分の面積が延べ面積の 2 分の 1 以上 

(3)　建築基準法に違反していない住宅 

(4)　耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満 

 

4　対象となる工事　  

(1)　耐震（全部）改修工事 

　　耐震診断の結果、上部構造評点が１．０未満と評価された木造住宅に対

して、全部の上部構造評点が１．０以上となる耐震性の向上を目的とし

た工事。 

　　ただし、木造住宅のうち昭和２５年１１月２２日以前に建築に着手され

た工事に限る。  

 

5　耐震診断者等の資格  

耐震診断、耐震改修設計又は工事監理を行う者は、建築士法第 2 条に規

定する建築士のうち、次の各号のいずれかに該当すること。 

(1)　一般社団法人 群馬県建築士事務所協会に登録された木造住宅耐震診
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断調査資格者 

(2)　(1)と同等の知識を有すると市長が認めた者 

 

6　補助対象経費・補助金の額  

(１)　耐震（全部）改修 

補助金の額　＝　{　①　＋　②　＋　③　}　×　４/５ 

①　耐震改修設計に要する費用 

②　耐震改修工事に要する費用 

③　工事監理に要する費用 

※　最高１００万円　(1,000 円未満切り捨て) 

 

７　追加制度  

次に掲げるものの支給又は交付を受けて既存木造住宅の改修、排水設備の

設置その他の工事を行う場合において、当該既存木造住宅に係る補助事業を

併せて行う場合は補助金の額に 10 万円を加算します。 

①　浄化槽設置整備補助金事業 

②　公共下水道接続促進補助金事業 

③　住宅環境改修補助金事業 

④　空き家改修補助金事業 

⑤　高齢者住宅改造費補助金事業 

⑥　居宅介護住宅改修費・介護予防住宅改修費 

 

８　申請受付期間・場所  

<期間> 令和 8 年 4 月 1 日(水)　～　令和 8 年 10 月３０日(金) 

 (土日・祝日を除く) 

<場所> 建築住宅課(農林業センター) 

９　募集件数  

先着１件 
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１０　事業の流れ  

 

(0)　耐震診断  

みどり市木造住宅耐震診断者派遣事業の耐震診断をご利用ください。診

断の結果、上部構造評点が 1.0 未満であること。 

 

(1)　補助事業の承認申請 【申請者 → 建築住宅課】 

<提出書類> 

①　「みどり市木造住宅耐震改修事業承認申請書」(様式第 1 号) 

②　耐震診断結果報告書の写し 

③　耐震改修設計者の資格を証明する書類の写し 

④　耐震改修設計に要する費用に係る見積書の写し 

⑤　その他市長が必要と認める書類 

 

(2)　補助事業の承認 【建築住宅課 → 申請者】 

<発行される書類> 

①　「みどり市木造住宅耐震改修事業承認通知書」(様式第 2 号) 

 

(3)　耐震設計の依頼・完了 【申請者 → 設計業者】 

「5　耐震診断者等の資格」の要件を満たす設計業者に耐震設計を依頼

してください。 

 

(4)　補助金交付申請 【申請者 → 建築住宅課】 

<提出書類> 

①　「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書」(様式第 3 号) 

②　権利書の写し 

③　未納税額のないことの証明書 

④　家屋(資産評価)証明書 
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⑤　付近の見取図 

⑥　耐震改修設計図書の写し 

⑦　耐震改修工事に要する費用に係る(施工業者の)見積書の写し 

⑧　建築確認済証の写し(耐震改修工事により建築確認が必要な場合) 

⑨　工事監理者の資格要件を証明する書類の写し 

⑩　工事監理に要する費用に係る見積書の写し 

⑪　その他市長が必要と認める書類 

 

(5)　交付決定 【建築住宅課 → 申請者】 

<発行される書類> 

① 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知書」(様式第 4 号) 

 

(6)　耐震工事の実施 【申請者 → 施工業者】 

「4　対象となる工事」の要件を満たす工事を実施 

 

(7)　事業内容の変更又は中止 【申請者 → 建築住宅課】 

<提出書類・発行される書類> 

① 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金変更申請書」(様式第 5 号) 

② 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金変更通知書」(様式第 6 号) 

③ 「みどり市木造住宅耐震改修事業中止申請書」(様式第 7 号) 

 

(8)　実績報告 【申請者 → 建築住宅課】 

<提出書類> 

①　「みどり市木造住宅耐震改修事業実績報告書」(様式第 8 号) 

②　「耐震改修内訳書」(様式第 9 号) 

③　補助事業に係る契約書(設計、工事、工事監理)の写し(内訳明細書を

含む) 

④　建築士法第 20 条第 3 項に規定する工事監理報告書の写し 

⑤　補助事業に要した費用(設計、工事、工事監理)の領収書の写し 
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⑥　施工箇所ごとの耐震改修工事前、工事中及び工事後の写真 

⑦　検査済証の写し(耐震改修工事により建築確認を要した場合) 

⑧　「７　追加制度」に掲げる給付又は交付の実績が確認できる書類(追

加制度を受ける場合) 

 

<提出期限> 

補助事業の完了日から 30 日以内。ただし、令和８年２月 2８日を超

えてはならない。 

 

(9)　補助金の交付 【建築住宅課 → 申請者】 

<発行される書類> 

① 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金確定通知書」(様式第 10 号) 

<提出書類> 

① 「みどり市木造住宅耐震改修事業補助金支払請求書」(様式第 11 号) 

 

1１　対象・対象外区分  

○　対象工事 

<耐震性を高めるための補強工事> 

(1)　耐震壁の増設又は補強 

・　壁をつり合いよく配置する。 

・　筋交いの追加や、合板を張って耐震壁を増やす。 

(2)　金物等による補強 

・　土台、柱、梁、筋交い等の接合を金物で強化する。 

(3)　基礎の補強 

・　鉄筋コンクリート基礎のひび割れを補修する。 

・　無筋コンクリートの基礎を補強する。 

・　玉石基礎等を補強する。 

(4)　屋根等の軽量化 

・　瓦屋根を軽量な金属屋根等に葺き替える。 
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(5)　その他耐震性を高める工事 

・　劣化、シロアリ等による被害のある部材を取り替える。 

<補強工事を伴う内外装工事> 

補強工事に伴い必要な、次のような内外装工事が補助の対象になります。 

(1)　床、壁、天井、外壁等の撤去及び復旧(原則、補強する壁から 1m

以内のもの) 

(2)　耐震補強により取替えが必要となる建具 

(3)　流し台、洗面台、便器、浴槽、空調機等の既存備品の取外し、再

取付 

(4)　設備の配管、配線等の取り回し 

(5)　屋根の葺き替え(下地を含む)及び軒樋の取替え(縦樋は除く) 

(6)　その他耐震補強に伴い必要な工事  

 

○　対象外工事 

(1)　増築工事、リフォーム工事等 

(2)　現況を上回る材質を使用した復旧工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

みどり市都市建設部建築住宅課 

みどり市笠懸町阿左美 1912-1(農林業センター) 

電話：0277-76-2189


